
令和５年（2023 年）４月１日 

いじめ事案が発生した時のフローチャート 
学校長 八矢 信宏 

事 案 発 生 
      情報 

 
       相談・通報・発見者 
（一般生徒も含む、訴え・相談・現場発見等） 

          
      報告・相談 

   いじめでない 
   管理職・学年主任・生担・担任・（顧問） 
     （いじめについての判断） 

      いじめ認知 

 
 （A）校内いじめ防止対策委員会 
    情報共有・対応方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（A）校内いじめ防止対策委員会 ・・・ 毎週火曜日の３校時に開催。また、必要に応じて開催する。 
  メンバー…管理職・学年主任・生徒指導担当・支援 CD・養護教諭・SC・登校支援相談員 
（１）情報の分析と事案の検討及び、いじめについての判断、対応方針の決定。 

（B）学校いじめ防止対策委員会 ・・・ 定例会は年２回開催。ただし、必要に応じて学校長が開催する。 
  メンバー…管理職・学年主任・生徒指導担当・支援 CD・養護教諭・SC・登校支援相談員・学校運営協議員・スクールサポーター 
 （１）学校としての基本方針の提案・確認 
 （２）事案の報告 ※個人情報に考慮 
（C）該当部門（学年・部等） 
（１）情報収集（事実確認）を丁寧に行う。生徒に寄り添った対応・指導をする。（家庭との連携を密にする） 
（２）事後の状況把握・継続的な支援を大切にする。（経過観察、見守る姿勢・体制をつくる） 

当該職員が対応 

市教委・関係機関 

全教職員 

報告・相談 

情報共有・共通理解 （B）学校いじめ防止対策委員会 

（C）該当部門（学年・部等） 

被害生徒（保護者） 加害部門（学年・部等） その他の生徒（学年・部等） 

情報収集（事実確認）・指導 
事後状況把握・継続的な支援 等 


